
一度に多数の場所で特定建設作業を行う事業者のみなさまへ 

 
 
平成 29 年度から特定建設作業の場所以外が同じ内容の作業を行う場合は、 
作業の場所を別表とした届出書の提出ができるようになりました。 
 
 
【届出の方法】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※届出書の表紙（様式 21-1 号）は、特定建設作業の種類ごとに作成してください。 
 ※すべての工事施工場所のわかる見取図を添付してください。 
 ※特定建設作業の場所以外の記載事項が異なる場合は、使用しないでください。 

付近見取り図 

工程表 
 

 

特定建設作業の場所は、別表のとおりと記載し、 
別表にすべての特定建設作業の場所を記載してください。 

別表は、特定建設作業の場所が 
わかるように記載してください。 



別表　特定建設作業の場所

地点 夜間作業
番号 の有無

1 《記入例》

2 豊中市中桜塚3丁目1-1

3 豊中市新千里西町1丁目1番地先 有

4 豊中市千成町2丁目2-65
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＊ 　受付番号の欄には記載しないこと。
※1　地点番号ごとに付近見取り図を添付すること。
※2　特定建設作業の場所以外の記載事項が異なる場合は、使用しないこと。
※3　夜間作業の場合は、道路使用許可書の写しを添付すること。

特定建設作業の場所 受付番号 ＊
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